
 
令和８年度の日本教職大学院協会年会費について 

 
 
                                           （令和 7 年 12 月 5日総会決定） 
  
 
令和８年度の日本教職大学院協会年会費は、日本教職大学院協会年会費等細則（平成 21
年２月 16 日制定）第２条に関わらず、15万円とする。 
 


